














様式第１号（第５条関係） 

第   号  

令和 年 月 日  

 

（あて先）埼玉県知事 

 

 

                                   市町村長 

         

 

埼玉県少子化対策推進事業費補助金の交付申請について 

 

 標記について、次により交付金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。 

 

 

１ 交付申請額    金                    千円       
  



様式第２号（第７条関係） 

 

埼玉県少子化対策推進事業費補助金交付決定通知書 

         第   号  

 令和 年 月 日  

 

             様 

 

                                        

 埼玉県知事           

（公 印 省 略） 

 

 令和  年  月  日付け   第    号で申請のあった、埼玉県少子化対策推

進事業費補助金については、下記のとおり交付する。 

記 

 

１ 交付決定額  金        円 

 

２ 支払方法 精算払い 

 

３ 条  件 
（１）事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、知事の承認を受けなければならない。 

（２）事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。 

（３）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに知事に

報告してその指示を受けなければならない。 

（４）事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを事業完了の日（事業の中

止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管して

おかなければならない。 

（５）事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し又は効用の

増加した価格が単価５０万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する

省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定めている耐用年数を経過するまで、知事の承認を受けな

いで、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄

してはならない。 

（６）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者

の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。 

（７）取得財産等を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付さ

せることがある。 

（８）市町村が（１）から（７）により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を

県に納付させることがある。 

（９）（５）により付した条件に基づき、知事が財産の処分を承認する場合には、あらかじめ知事の承

認を受けなければならない。 

（10）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）に規定する間接

補助金に該当するので、同法の適用がある。 



様式第３号（第８条関係） 

第   号  

令和 年 月 日  

 

（あて先）埼玉県知事 

 

 

                                  市町村長  

        

                          

埼玉県少子化対策推進事業費補助金の変更交付申請について 

 

  

標記について、次により補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。 

 

 

１ 補助金変更申請額      金                   千円 

        

 



様式第４号（第８条関係） 

 

埼玉県少子化対策推進事業費補助金変更交付決定通知書 

 

        第   号  

 令和 年 月 日  

 

             様 

 

                                        

 埼玉県知事           

（公 印 省 略） 

 

 令和 年 月  日付け  第  号で申請のあった、埼玉県少子化対策推進事業費補

助金については、下記のとおり交付する。 

記 

１ 交付金の額 

  変更後交付決定額  金  円 

  既交付決定額     金  円 

  変更増減額        金  円 

 

２ 支払方法 精算払い 

 

３ 条  件 
（１）事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、知事の承認を受けなければならない。 

（２）事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。 

（３）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに知事に報告

してその指示を受けなければならない。 

（４）事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを事業完了の日（事業の中止又

は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなけ

ればならない。 

（５）事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し又は効用の増加

した価格が単価５０万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭

和４０年大蔵省令第１５号）で定めている耐用年数を経過するまで、知事の承認を受けないで、この事

業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。 

（６）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注

意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。 

（７）取得財産等を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付させる

ことがある。 

（８）市町村が（１）から（７）により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を県に

納付させることがある。 

（９）（５）により付した条件に基づき、知事が財産の処分を承認する場合には、あらかじめ知事の承認を

受けなければならない。 

（10）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）に規定する間接補助

金に該当するので、同法の適用がある。



様式第５号（第９条関係） 

第   号  

令和 年 月 日  

 

（あて先）埼玉県知事 

 

 

                                  市町村長  

        

 

埼玉県少子化対策推進事業費補助金の補助事業廃止（中止）申請について 

 

 令和 年 月 日付け、 第  号で交付決定のあった標記事業について、埼玉県少子

化対策推進事業費補助金交付要綱第９条第１項の規定に基づき、申請する。 

 

記 

 

１ 自治体名     

 

２ 補助事業名    

 

３ 既交付決定額 金     円 

 

４ 支出済額   金     円 

 

５ 支出未済額  金     円 

 

６ 中止を必要とする理由及び発生年月日 

 【理由】 

    

 

 【発生年月日】 

   令和 年 月 日 



様式第６号（第９条関係） 

 

埼玉県少子化対策推進事業費補助金交付金の廃止（中止）承認について 

 

        第   号  

 令和 年 月 日  

 

             様 

 

                                        

 埼玉県知事           

（公 印 省 略） 

 

 

 令和 年 月  日付け  第  号で申請のあった、下記事業について、廃止（中止）

を承認する。 

 

記 

 

１ 補助事業名 

   

 

２ 交付決定額 

  金        円 



様式第７号（第１１条関係） 

第   号  

令和 年 月 日  

 

（あて先）埼玉県知事 

 

 

                                   市町村長  

    

 

  埼玉県少子化対策推進事業費補助金の事業実績報告について 

 

 

 令和  年  月  日付け   第   号で交付決定を受けた標記交付金に係る事

業実績について、関係書類を添えて報告する。 

 

 

 

 

  



様式第８号（第１２条関係） 

 

埼玉県少子化対策推進事業費補助金確定通知書 

                                        

        第   号  

 令和 年 月 日  

 

             様 

 

埼玉県知事           

（公 印 省 略） 

 

 

 令和  年  月  日付け  第  号で交付決定をした埼玉県少子化対策推進事業

費補助金については、令和  年  月  日付け  第  号による事業実績報告書に

基づき、下記のとおり確定する。 

 

記 

 

１ 確 定 額     金        円 

２ 交付決定額     金        円 

３ 差引過不足（△）額 金        円 

 

 

 



様式第９号（第１２条関係） 

第   号  

令和 年 月 日  

 

（あて先）埼玉県知事 

 

 

                                  市町村長   

 

 

埼玉県少子化対策推進事業費補助金に係る消費税控除仕入税額報告書 

 

  令和 年 月 日付け  第  号で交付の決定（又は変更決定）通知のあった交付金

について、埼玉県少子化対策推進事業費補助金交付要綱第１２条第２項の規定に基づき、

下記のとおり報告する。 

 

                                       記 

 

１  埼玉県少子化対策推進事業費補助金交付要綱第１２条の規定による交付金 

 額の確定額 

（令和 年 月 日付け  第  号による補助金交付決定額） 

                                                  金               円 

 

２  実績報告時に減額した消費税仕入控除税額      金               円 

 

３  消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額  金               円 

 

４  補助金返還相当額  （３－２）                  金               円 

  



様式第１０号（第１３条関係） 

 

埼玉県少子化対策推進事業費補助金交付請求書 

                                                

 第   号  

令和 年 月 日  

 

（あて先）埼玉県知事 

 

 

                                  市町村長   

 

 

 令和  年  月  日付け  第  号で交付の確定通知を受けた埼玉県少子化対策

推進事業費補助金について、下記のとおり請求する。 

 

記 

 

１ 補助金交付請求額     金        円 

 

２ 補助金交付申請額     金        円 

 

３ 補助金交付確定額     金        円 

 

 

 

 

 

債権者コード                         課     係 

                        氏名             

                        電話             

 

 

 

 

  （注）  事業実施主体ごとの内訳資料その他参考となる資料を添付してください。 

 


